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中野区職員の給与に関する条例新旧対照表

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（給料） （給料）

第２条 給料は、中野区職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例（平成１０年中野区条例第１

号。以下「勤務時間条例」という。）第２条、第

３条第１項及び第２項並びに第５条に規定する

正規の勤務時間（第１４条第３項を除き、以下単

に「正規の勤務時間」という。）による勤務に対

する報酬であつてこの条例に定める扶養手当、地

域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特

殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、

宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、

初任給調整手当、勤勉手当、期末手当、寒冷地手

当及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及

び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含

む。）を除いたものとする。

第２条 給料は中野区職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例（平成１０年中野区条例第１号。

以下「勤務時間条例」という。）第２条、第３条

第１項及び第２項並びに第５条に規定する正規

の勤務時間（第１４条第３項を除き、以下単に「正

規の勤務時間」という。）による勤務に対する報

酬であつてこの条例に定める扶養手当、地域手

当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤

務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日

直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、初

任給調整手当、勤勉手当、期末手当、寒冷地手当

及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び

新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含

む。）を除いたものとする。

２ （略） ２ （略）

第２条の２～第２０条の４ （略） 第２条の２～第２０条の４ （略）

（災害派遣手当） （災害派遣手当）

第２０条の５ 次の各号に掲げる職員（以下「派遣

職員」という。）には、当該各号に定める災害派

遣手当を支給する。

第２０条の５ 次の各号に掲げる職員（以下「派遣

職員」という。）には、当該各号に定める災害派

遣手当を支給する。

⑴ 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３

号）第３１条又は他の法律の規定により災害応

急対策又は災害復旧のため自己の住所又は居

所を離れて中野区に派遣された職員 同法第

３２条第１項に規定する災害派遣手当（武力攻

撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律（平成１６年法律第１１２号）第１

５４条（同法第１８３条において準用する場合

を含む。）において準用する場合にあつては武

力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第

２６条の８において準用する場合にあつては

特定新型インフルエンザ等対策派遣手当）

⑴ 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３

号）第３１条又は他の法律の規定により災害応

急対策又は災害復旧のため自己の住所又は居

所を離れて中野区に派遣された職員 同法第

３２条第１項に規定する災害派遣手当（武力攻

撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律（平成１６年法律第１１２号）第１

５４条（同法第１８３条において準用する場合

を含む。）において準用する場合にあつては武

力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第

４４条において準用する場合にあつては新型

インフルエンザ等緊急事態派遣手当）

⑵ （略） ⑵ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

第２０条の６・第２１条 （略） 第２０条の６・第２１条 （略）
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附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１～別表第８ （略） 別表第１～別表第８ （略）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


